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・本ガイドラインは，心理学において多様性を尊重した活動の考え方の指針を示す。 

・本ガイドラインは，多様な社会的属性や個人的特性を持つ人たちが差別されることなく，

苦痛や不利益を被ることなく，安心して活動できるよう，私たちひとりひとりが多様性につい

て考えることを推進することを目的としている。 

・本ガイドラインで取り挙げている具体例は，多様性に関わる全てが網羅されているわけで

なく，あくまで多様性を考える上での一部であり一例である。 

・多様性尊重のための配慮は場面や文脈に応じて異なるため，ここでの事例が正しい行動

規範であると画一的に判断せず，それぞれが置かれた状況に合わせた形で配慮を行うこと

が求められる。 
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１. はじめに 
 

 多様な背景を持つひとりひとりの人権が尊重され，多様な社会的属性や個人的特性を持つ人たち

が差別されることなく，苦痛や不利益を被ることなく，安心して活動できるよう，人々が多様性に配慮

して行動し，多様性を受容する社会を実現することは重要な社会的課題である。心理学に携わる者

は多様性に十分配慮し，多様な個人の尊厳が守られる社会基盤の作成に貢献する必要がある。そし

て，心理学に携わる者は，研究・教育・臨床・実践に関わる活動の中で，自身の行為が，特定の集団

へのステレオタイプを助長したり，特定の集団への偏見や差別を増幅したり，もしくは，特定の集団を

社会の中で周縁化させてしまう可能性を自覚しなくてはならない。心理学は心と行動に関する学問

であり，人や動物に関する科学的知見を多く発出してきたが，それと同時に，過去の心理学研究の多

くが，特定の集団（男性・欧米・高学歴・先進国・富裕層・民主主義社会）を対象として研究を行なっ

てきた歴史的背景や，生活の中での文化や慣習に顕在的潜在的に含まれる差別や偏見から，無自

覚無意識の言動の中で多様性が十分に配慮されていないことが，心理学が関わる活動に影響を及

ぼす問題が存在する。多様性に配慮するということは，人の社会的属性や個人的特性は画一的では

ないということを理解認識し，自分自身や特定の集団の価値観や考えを押し付けず，相手の社会的

属性，特性，アイデンティティ等を認識し尊重する意識を持つことである。配慮の形には唯一無二の正

解はなく，文脈や場面に応じた配慮の検討が必要である。多様性に配慮した行動ができるためには，

多様性に対する理解を深めることと，多様性を配慮した行動ができているかをセルフチェックするた

めの思考方法を常に持つことが求められる。こうした考えから，公益社団法人日本心理学会では，心

理学において多様性が配慮され，より彩りある活動が広まることを目指し，まずは 11 名の会員による

ワーキンググループを発足し，心理学における多様性尊重のガイドライン第一版を作成するに至った。

多様性の配慮についてのガイドラインに完全なる完成形はなく，全ての人の多様な価値観に配慮し

た行動規範を示すことはできないが，このガイドラインによって，より多くの会員がより深く多様性の尊

重について考える機会を持ち，今後も多くの会員の手でガイドラインが拡充更新されていくことを期

待している。 
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２. 目的 
 

 公益社団法人日本心理学会（以下，本学会）は，心理学がかかわる研究・教育・臨床・実践等の活

動において，人々の多様性を認め，人権を尊重し，多様な社会的属性や個人的特性を持つ人たちが

差別されることなく，苦痛や不利益を被ることなく，権利と尊厳が守られ，安心して活動できるようにす

るために，心理学における多様性と多様性を尊重した活動を行うための考え方のガイドライン（以下，

本ガイドライン）を制定する。 

本ガイドラインは，多様性尊重に関する絶対的な行動を規定するものではなく，多様性を尊重した

活動を一人一人が行えるようになるための考え方の指針を示し，様々な活動において多様性の尊重

が十分に検討されるよう推進することを目的としている。 

 本ガイドラインは，人が多様であること，多様性の配慮が十分になされていない現状とその背景，多

様性に配慮することの意義についての基本的な考え方をまとめた理念編と，活動の中で起こりうる架

空事例場面を設定し，多様性の配慮が不十分な対応と配慮するために考えるべきことについての具

体例を挙げた実践編で構成される。 
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３. 利用範囲 
 

 本ガイドラインは，本学会の会員を対象に，心理学研究・教育・臨床・実践等における多様性尊重の

ための考え方の指針を示すものである。本ガイドラインでは，多様性の認識の向上のためにいくつか

の具体的な属性や場面について触れているが，ここに挙げた属性や場面が多様性の全てではなく，

多様性尊重の全てでもない。これら以外にも活動の中で配慮が必要な場面が多々あること，対応に

画一的な正解はなく配慮のためには多様な視点からの検討が必要であること，そして，ここでの事例

が正しい行動規範であると画一的に判断せず人や場面に合わせて対応を考えることが配慮であり

尊重であることを述べておきたい。 

なお，日本心理学会の会員としての行動規範は，日本心理学会倫理規程に基づくものとする。 
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４. 理念編 
 

理念編では，多様性についての認識と理解を深め，多様性について考える指針として，人が多様で

あること，多様性の配慮が十分になされていない現状とその背景，多様性に配慮することの意義につ

いての基本的な考え方をまとめている。 

 

 

4.1. 多様性尊重の理念 

 
• 多様性とは，人の社会的属性や個人的特性は画一的ではなく，他者と異なる部分や類似する部

分があることを示す。社会には多様な属性があり，人は多様な特性やアイデンティティを持ってい

る。すなわち，多様性を認めるということは，社会は多様であることを理解認識し，全ての人の人権

を明確に認めることである。 

• 人は，一人一人異なるからこそ，個人はかけがえのない存在であり，その生存権と内在的な価値

は守られ尊重されなければならない。多様性を受け入れて尊重するということは，全ての人に画一

的な価値観や考えを押し付けない，属性や特性の違いに優劣をつけない，相違点でその人を判

断しないということである。 

• 多様性に対する配慮の形には，一般的な正解はないため，文脈や場面に応じた配慮の検討が必

要となる。多様性に対する理解を深め，常に相手の社会的属性，特性，アイデンティティ等を認識

し尊重することが，文脈や場面に応じた多様性への配慮を意識した行動につながる。 

• 自身が持つ特権性および先入観や偏見は，時に自覚せず表出する結果，他者や社会に影響を及

ぼす。自身の特権や先入観が心理学研究・教育・臨床・実践等の活動に及ぼす影響を認識するこ

とは，個人や組織における意図的もしくは意図しない差別や排除をなくし，特定の人たちの周縁化

を防ぐことにつながる。 

• 心理学研究や教育の成果は社会資源の一つであり，人々に公正に資源分配されるための追求と

努力が必要となる。多様なメンバーが集団を構成し，共生することで，豊かな社会資源が創造さ

れ，その豊かな社会資源がさらなる多様性を守るのである。 

 

 

4.2. 多様性の配慮が必要な背景 

 
心理学研究・教育・臨床・実践にたずさわる者，心理学の教育や訓練を受け心理学を社会に役立

てる職務についている者，そのひとりひとりが多様性を前提として活動することが望まれている。これ

は「すでに社会は多様である」ということがアプリオリであると認識できるよう求められているからで

ある。 

しかしながら，心理学に関わる様々な活動がこうした認識に立って営まれてきたとは言い難い。むし

ろ社会が多様性に満ちていることへの自覚が不十分であったと言わざるを得ない。たとえば，日本語

で行った研究において，実験協力者の中に日本語を解す非日本人がいたかもしれない可能性があ

っても，日本人であることを前提として論文内で考察がなされていることがある。あるいは，性別欄に

男女の二つしか選択肢が設けられていないため，選択に戸惑いを覚える回答者がいることへの自覚

が研究者側にないこともある。 

なぜこのようなことが常態化するのか。文化心理学者 Goodman（2011）は，「特権集団」という言
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葉を社会的な力がもともと強いという意味だけでなく，その社会を代表する価値観やイメージ，経験を

有する集団と表現し，以下のように説明した。「特権集団の人々は，自身の文化に囲まれており，それ

ゆえそのことに気づかない。自分をむしろ個人として認識し，社会的権力や特権を持った集団の一員

としての自覚はあまり持たない」。 

このように，心理学に従事する人々が自分たちを「特権集団の一員」の可能性があると自覚できて

いなければ，多様性への無配慮が起こることは想定できよう。特権集団とは，社会構造として歴史的

背景から優勢となっている集団である。日本社会では，日本人であることが特権である。男性社会で

は男性であることが特権である。そのような社会では，「日本人女性」は，性別では特権を有してはい

ないものの，国籍では特権を有しており，「日本人男性」は，二つの特権を有していることになる。社会

には多数の社会的属性があり，人はそれらの複数の属性に属していると考えられ，複数の社会的属

性や社会的アイデンティティに起因する特権や経験は，単一の属性やアイデンティティの和ではなく，

複雑に交差している（Crenshaw, 1989）。そのため，属性の数だけ特権集団があり，複雑に交差し

た特権がある。さらに，無自覚さだけでなく，自覚はしていても，「少数だから」という理由で配慮をし

ないということも起こりうる。「意図的な無知（Lazarre, 1996）」と呼ばれるこの現象は，現状のまま

でも問題なく過ごせるために，向き合うことを避けることが許されている特権集団の特徴である。心理

学に関わる活動の文脈で考えれば，心理学に従事する人々が「多様性を配慮しなくても困らない特

権」があることによって，少数者への無配慮が維持・強化されてきたといえる。 

多様性が尊重されないことによる悪影響として心理学が明らかにしてきた概念としては，マイノリテ

ィ・ストレス（Allport, 1954; Crocker, Major, & Steele, 1998; Goffman,1963; Jones et al., 

1984; Link & Phelan, 2001）が挙げられよう。これは，スティグマ・偏見・差別によって敵意的でス

トレスフルな社会的環境が作り出され，メンタルヘルスの問題を引き起こすことを説明したモデルであ

る。マジョリティが微細だとみなす内容も，マイノリティにとっては排除の累積となり，精神的健康を脅

かす（Meyer, 2003）。 

 

 

4.3. 心理学研究における一般理論と多様性の問題 

 
今日の心理学の現状を踏まえれば，心理学の多くの分野（臨床心理学も含む）が，自然科学との

方法論的接近を強めて発展してきたことは事実であろう。自然科学は“自然現象に関する一般理論”

を追究しようとするものであるから，心理学の場合は“人の行動現象に関する一般理論”を追究しよ

うとする。しかしながら，人（研究対象者）には様々な背景があったり，属する社会などの環境も異なっ

たりするため，自然科学と異なって心理学研究では「多様性」を考慮しなければならない。 

このような状況で一般理論の追究を担保するために，心理学では厳密な研究計画法および統計法

を重視してきた。統制された計画において研究が展開され，多くの場合は，均一性が保たれた（研究

対象者の属性が統制された）集団を対象とした有意性検定により，条件の効果や関連性の有無が

判断される。 

研究計画法や統計法に関する知識や技法は，多くの大学における心理学教育でも必修科目として

扱われることが多い。しかしながら，過度に厳密性を求める（過度に条件や環境を統制する）というこ

とは，同時に，本来そこに存在するはずの情報をそぎ落とす可能性があることも理解しておく必要があ

る。ある条件により均一性が保たれた集団で得られた結果を過度に一般理論化することには，サンプ

リングの問題がある。また，有意性検定を用いた心理学研究の再現性が低い可能性についても議論

がある。心理学が自然科学との方法的接近を強めることで一定の成果を得てきたとしても，心理学
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が人を対象とする学問であるならば，研究の前提となる多様性を無視することはできないはずである。 

 

 

4.4. 多様性を尊重した活動のための留意点 

 
心理学に自然科学系の研究手法を取り入れることで今日があり，厳密に条件統制され見出された

知見と日常生活との対応の程度を論じることによって，その生態学的妥当性を担保してきたことはい

うまでもない。しかし，このことを踏まえてもなお，次の３点について留意する必要がある。 

一つ目は，研究者自身の志向や態度に基づいて発生する問題である。例えば，研究者が，特定の

環境因が人の心理に対して悪影響（あるいは相互作用）があることを認め，その具体的問題解決を

目指した研究を行う場合等において，先鋭化する問題である。つまり，研究から導き出された結論が，

時として有機体を取り巻く地理的・物理的生活環境そのものに直接的に影響を与え得るのである。

言い換えるならば，研究や教育の帰結には，時として，ある種のイデオロギーが含まれやすいことを自

覚する必要がある。さらに，厳密な計画に基づいた知見であったとしても，たとえそれが時系列を考慮

したものであっても，それは統計学的には限られた条件での予測にしか過ぎず，その限界は常に留意

する必要がある。 

二つ目は，心理学者が，日常生活で生じている様々な問題への解決策を探っていく上での，受益者

に向けた説明責任，すなわちアカウンタビリティの問題である。自然科学的方法の多くを取り入れた

心理学であっても，それを日常生活につなげていくために，経済学，教育学，社会学といった社会科

学の研究法をも取り入れ，「実証科学」の立場をより強固なものとしてきたことも事実である。近年で

は，日常生活で生じている様々な問題へ，直接的あるいは間接的に介入していく際に，その背景や必

要となる資源，そして，その効果に至るまでの体系性が，心理学でも重要視されるようになってきた。

そうした背景にあって，実証主義とは異なる認識論的立場ではあるが，「文脈主義(contextualism)」

に基づいた心理学分野の発展も忘れてはならないだろう。この分野では，その研究方法としてのプロ

グラム評価や質的研究法等を積極的に取り入れ，様々な社会資源との協働によって，多くの貴重な

研究成果を残している。他の分野の心理学者であっても，その知見から学べることは多い，と考えられ

る。 

三つ目は，心理学が目指す目標や理念に通じることである。様々な関心や対象に違いが現れるの

は自明の理であり，批判される理由にはならない。一方で，今般「多様性」が重視されるようになって

きた背景の一つに，世界保健機構（WHO）が定める生活機能分類（ICF）が，それまでの疾病の帰

結としての障害観を有す「医学モデル」ではなく，さらに，環境が障害を作り出しているとする「社会モ

デル」でもなく，人が“生きる”ことを 3 つのレベル（心身機能・身体構造，活動，参加）で捉え，その機

能低下を環境因子と個人因子から捉えるという「統合モデル」として論じられるようになったことと無

関係ではないだろう。なぜならば，ICF では，人が“生きる”上での機能の制限や制約を経験する個

人を表現する際，その状態や障害を意味する用語の使用を避け，中立的・具体的な言葉を一貫して

用いているからだ。用語の使用については慎重にならなければならない。 

以上のことから，心理学の研究あるいは教育に携わる者にとって，人の多様性の存在を前提とした

研究は必要であり，その際に，研究手法をその目的に応じて使い分けたり，人と環境との相互作用に

ついて留意したりすることは重要と言える。また，心理学の研究，教育，そしてその援助実践の一つ一

つが，我々の社会における資源として足り得るものとして位置付けるならば，その資源が，公正に社会

に分配されていくための方略も検討していく必要がある。その際，一人一人が多様であるという視点

に立ち，既存のサービスを捉え直したり，代替となる資源へのアクセスを改善したり，その開発・設置



 7 

に資する心理学的研究の推進も重要な課題である。 
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５. 実践編 

 
 実践編では，心理学でよく使用されるテーマや場面の具体的な項目や事例を挙げて，多様性への

配慮が不十分な行動や，多様性に配慮した行動のための考え方についての指針を示す。前述の通り，

多様性に対する配慮には，画一的な正解は無いため，心理学に関わる者ひとりひとりが文脈や場面

に応じた配慮を検討することが必要である。さらに，人の多様性全般に対する理解を深め，自身が関

係する人や社会が持つ様々な属性や特性を尊重する気持ちを常に持つことで，その結果として多様

性に配慮した行動ができるようになることが重要である。 

属性や特性，アイデンティティの分類例として，国籍・人種・民族・年齢・宗教・言語・地域・心身機

能・性・戸籍の表記・学歴・門地等が挙げられるが，これらはあくまで多様性を便宜上分類する上で

の一例であり，階層化する上での一例である。これら以外にも多くの多様性を構成する属性や特性

があり，本ガイドラインでは取り上げられていない属性や特性の方が多い。また実践編で挙げている

項目の階層が揃っていないのは，階層を無理に揃えることで更なる差別や周縁化につながる可能性

が排除できないこと，そして，階層を一義的に決められないこと自体が，多様性を考える上で実際に

直面する難しさであり，現実であることを記したい。さらに，実践編で取り上げている項目の中には，

統一した呼称がないもの，複数の呼称が使われているもの，当事者や団体によって好ましいとされる

呼称が異なるものもある。ここではそれらの異なる呼称全てを包摂できていないことに留意して欲し

い。繰り返しになるが，本ガイドラインは，多様性について考えるための指針であり，ここにあることが

絶対的な答えや行動規範ではないことを述べておく。 
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5.1. ジェンダー 

 
適切な対応について考えてみましょう 

以下の架空事例では，多様性についての配慮が十分でないと考えられる点が含まれています。多様

性への配慮を行う上で，どの部分が問題となっているのか，またどうすれば改善することができるか，

事例をもとに考えてみましょう。 

 

 

█ 事例 1 ：既婚男性に家事の分担を尋ねる──────────────────── 

A は既婚男性の家事の分担がワーク・ライフ・バランスや結婚満足感におよぼす影響を検討しようと

思い，既婚男性を対象に，質問紙で家事の分担について以下のように尋ねた。 

 

あなたは一日に平均何時間家事を手伝いますか。 

（   ）時間（   ）分 

 

問題であると考えられる点 

・ 「家事を手伝う」という表現には，家事の主担当は女性で，男性は副担当であるという，ジェンダ

ー・ステレオタイプが含まれていると考えられる。このような表現を用いることは，研究実施者がこ

ういったジェンダー・ステレオタイプを容認していると研究協力者に受け取られる可能性がある。

また，こういったメッセージが結果として，研究協力者のジェンダー・バイアスを強める可能性が

ある等の問題が考えられる。 

・ また，この結果を科学的結果として発表することによって，さらにジェンダー・ステレオタイプを強

めるという社会的影響の問題を考える必要がある。 

・ ただし，実際に男性が「家事を手伝っている意識」をどれくらい持っているかを調べたいときには

この限りではない。しかし，この教示のままでは，「家事を手伝っている意識」をきちんと測定でき

ない可能性があるので，工夫する必要があると考えられる。 

 

考えられる改善策 

・ 一日に平均何時間家事に時間を使っていますか。などジェンダーにかかわらない表現を用いる。 
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█ 事例 2：単身赴任者の妻を対象とした研究───────────────────― 

B は，単身赴任者の妻のストレスを測定する目的で調査を行い，その調査のタイトルを「単身赴任者

の配偶者のストレスに関する調査」とした。 

 

問題であると考えられる点 

・ 単身赴任者の妻を想定して，配偶者とすることは，単身赴任者は男性であり，その配偶者は妻で

あるという，ジェンダー・ステレオタイプが含まれているものと考えられる。 

 

考えられる改善策 

・ たとえば，「男性単身赴任者の女性配偶者のストレスに関する調査」などとして，対象を明確に

する。 

 

《検討するべきポイント》 

□ 質問紙において，ジェンダー・ステレオタイプの含まれない，また，ジェンダー・バイアスのかからな

い，適切な表現が使われているか（ジェンダーに配慮した） 

□ 分析は多様性を担保しているか。ジェンダー・ステレオタイプが含まれた，また，ジェンダー・バイア

スがかかった一方的な分析になっていないか。 

□ 考察は多様性を担保しているか。ジェンダー・ステレオタイプが含まれた，また，ジェンダー・バイア

スがかかった一方的な考察になっていないか。 
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多様性のポイント：ジェンダー 
 

ジェンダーとは 

 ジェンダー（gender）は社会的・文化的に形成された性別をさす。また，こういったジェンダーに基づ

く役割についての固定的な観念（ジェンダー・ステレオタイプ）をもとに，女性と男性の扱いに偏りが

出ることをジェンダー・バイアスと言う。無意識的なものの考え方のゆがみや偏りをアンコンシャス・バ

イアスと呼ぶが，ジェンダー・バイアスはアンコンシャス・バイアス化しやすい。なお，性別は，女性／男

性と単純に二分できるものではないが，社会的通念や文化的慣習によって二分されていることに留

意する必要がある。 

 ジェンダー・ステレオタイプの例としては，たとえば，男性は外で働き妻子を食べさせるのが当たり前，

女性は家事をこなし子どもを育てるのが役目，女性は社会性に乏しく理性的でない，女性は生産性

のない仕事に従事しているから低賃金でも当然，男性の癖に意気地がない，女性はリーダーなんか

やりたがらない，などがあげられる。 

 

ジェンダーに関する問題と報告 

 この社会的・文化的に形成された性別が問題となるのは，女性はこうである，男性はこうである，と

いったことがらが，女性だからこうだろう，男性だからこうだろう，あるいは，女性はこうでなければなら

ない，男性はこうでなければならない，といった圧力となり，個人の自由な選択や正当な評価を脅か

す点にある。たとえば，「女の子なのにすごいね」といったように，その内容が本人をほめているもので

あっても，本人の意欲を低下させることが明らかになっている（森永ら，2017）。 

従来，性差は心理学の重要な変数の一つとして位置づけられ，さまざまな心理学的測定値におい

て，統計的に有意な性差を見出し報告してきた。これらの性差は固定的な生物学的差異と理解され

かねない危険性を持っていたが，ジェンダーの視点が導入される以前には，研究者自身もその言説

が世に与える影響にほとんど問題意識を持っていなかった。 

また，客観的に測定されたかに見える測定値が，そもそも測定段階で，シスジェンダー男性に有利

な課題や特有の問題になっていたという方法上の問題も無視できない。多くの理論が男性（特にシ

スジェンダーの男性）研究者によって構築され（川瀬，1997），その根拠となる研究の対象者も白人

の中産階級の男性が中心であった。こういった偏った測定の結果，女性が男性の例外，または未成

熟段階として位置付けられてきた歴史がある（宗方，1996）。 

 

注意するべき事項について 

これらのことから，心理学が，意図せずして性差別を助長してきた可能性は無視できない。偏った

方法で，偏った解釈がなされてきたことは，真理に近づいていないという点で，それぞれの性にとって

不利益であるというだけではなく，社会全体としての不利益であることを意識しなければならない。 

こういった反省から，心理学において性差を扱う際には，何の目的でどのような仮説に基づき性差

を分析するのか，また，性差に関する分析結果をどう解釈するのかを明記することが求められる。それ

により，研究方法や結果の分析，考察に至るまで，ジェンダー・ステレオタイプやジェンダー・バイアス

を排除した姿勢が期待できる。なお，性別表記についての多様性指針については，5.2 ジェンダー・ア

イデンティティを参照のこと。 
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5.2. ジェンダー・アイデンティティ 

 
適切な対応について考えてみましょう 

以下の架空事例では，多様性についての配慮が十分でないと考えられる点が含まれています。多様

性への配慮を行う上で，どの部分が問題となっているのか，またどうすれば改善することができるか，

事例をもとに考えてみましょう。 

 

 

█ 事例 1：性差を扱う調査─────────────────────────── 

A は，自己開示の量にみられる性差について，質問紙調査から検討しようと思った。そして，下記のよ

うに，質問項目を作成し分析結果を記述した。 

 

〈質問項目〉 

あなたの性別を教えてください。 

（男・女） 

 

〈分析結果の記述〉 

「…自己開示の量について，男女差を検討するために t 検定を実施したところ，女性の方が男性より

も有意に高い得点を示した。その結果，大学生の自己開示の特徴として，男性より女性の方が自己

開示を頻繁に行っていることが明らかになった。…」 

 

問題であると考えられる点 

・ 調査対象者の性をめぐる事柄のうち，どのような側面（たとえば，ジェンダー・アイデンティティ，身

体的特徴による性，出生時に割り当てられた性，戸籍上の性など）を尋ねたいのかが，十分に検

討されていない。 

・ 性別欄が二つしかなく，女性／男性以外の性のあり方が想定されていない。 

 

考えられる改善策 

・ 研究目的と照らし合わせながら，性に関わるどのような事柄を調査対象者に尋ねたいのかを検

討する必要がある。たとえば，自己イメージとしての性（後に詳述するジェンダー・アイデンティテ

ィ）を質問したい場合には，二者択一で回答できるものではないため，「あなたの思う自分の性

（別）について教えてください」などに変更しいくつかの選択肢を設けたり，自由記述を求めたり

するなどの改善策が考えられる。 

・ 自由記述を求めた場合は，論文中に，「本研究では，『女性』『男性』『X ジェンダー・ノンバイナ

リー』『その他』を，『あなたの思う自己イメージとしての自分の性（ジェンダー・アイデンティテ

ィ）』への回答をもとにグループ化した」などの記載を含める。 

・ 性をめぐる事柄のうち，どの観点から比較したのかが読者に伝わるように，「男女差」という言葉

を用いず，「ジェンダー・アイデンティティによる差」や「出生時に割り当てられた性による差」など

とする。 

なお，性はスペクトラムなものであり，カテゴリに分けられるものではないという考え方もあるため，ど

のような分析手法を用いるべきかについても，今後さらなる議論の余地がある。  
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█ 事例 2：調査対象者に対する敬称の選択──────────────────── 

B は，調査対象者に対して，見た目や名前から性（別）を判断し，「さん（ちゃん）」「くん」という敬称を

付けて呼び分けを行った。 

 

問題であると考えられる点 

・ 見た目や名前といった情報から相手のジェンダー・アイデンティティを判断してしまっており，そ

れらが一致しない可能性が想定されていない。 

 

考えられる改善策 

・ 「さん」「くん」という呼び分けはせず，共通の敬称を用いるなどする。 

・ 「さん」に統一することが場や状況にそぐわない場合（e.g., 調査対象者が子どもであり，普段

は「さん」を付けて呼ばれることがない場合など）や，日本語以外の言語を用いる必要がある

（e.g., Ms./Mr.を用いるなど）といった理由から呼び分けが必要な場合には，調査対象者の

プライバシーに配慮しながら，本人の希望を個別に聞く。 
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█ 事例 3：性をめぐる事柄を扱う調査─────────────────────── 

C は月経に随伴して女性が体験する心理的ストレスについて，質問紙調査から検討することを試み

た。そして，下記のように，質問項目を作成し分析結果を記述した。 

 

〈問題と目的〉 

「…月経は全ての女性に特有の生理的現象であり，成人女性は一ヶ月周期で女性ホルモン濃度の

変化の影響を受ける。」 

 

〈方法〉 

「…月経に随伴する心理的ストレスについて検討するため，○○大学に所属する女子学生 50 名を

対象とした調査を実施した。…」 

 

問題であると考えられる点 

・ 出生時に割り当てられた性が女性である人の中にも月経がない人もいること（e.g., 原発性無

月経など）や，ジェンダー・アイデンティティが女性でなくても，月経が生じる人も存在すること

（e.g., 後述のトランス男性など）が想定されていない書き方となっている。 

 

考えられる改善策 

・ 研究目的と照らし合わせると，ジェンダー・アイデンティティのみならず，性に関わる身体的特徴

についても調査対象者に尋ねる必要がある。そのため，脚注などで本研究が射程としている対

象者の範囲を明示する。たとえば，「本研究においては，ジェンダー・アイデンティティが女性で

あり，月経の発来を体験した者を対象とする」などが，改善策として挙げられる。 

・ 質問紙の項目として，ジェンダー・アイデンティティと月経の有無を尋ねる項目を設け，「方法」

のところの「女子学生」を「ジェンダー・アイデンティティが女性であり，これまでに月経の発来

を体験したことがある学生」などとすることが，一例として挙げられる。 

 

 

《検討するべきポイント》 

□ ジェンダー・アイデンティティを表現する上で，適切な表現が使われているか 

□ 調査の説明や内容が，特定の人々を排除する内容となっていないか 

□ 調査の準備段階，および事後の分析や考察においてジェンダー・アイデンティティの多様性につい

て考慮されているか 
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多様性のポイント：ジェンダー・アイデンティティ 
 

ジェンダー・アイデンティティとは 

 ジェンダー・アイデンティティ（gender identity）とは，性同一性と訳され，「自己が所属する性別に

ついて知っているという感覚のこと」（Stoller, 1964）や，「男性あるいは女性，あるいはそのどちらと

も規定されないものとしての個人の統一性，一貫性，持続性」（Money, 1965）として定義されてい

る。なお，自己の性別の自認を性自認という。ジェンダー・アイデンティティは，出生時に割り当てられ

た性 (sex [gender] assigned at birth) に必ずしも一致するわけではないことや，女性・男性の

二つの分類に明瞭に区分できるわけではなく，スペクトラム（連続体）であるという観点が存在するこ

とを理解することが不可欠である。 

 ジェンダー・アイデンティティと出生時に割り当てられた性 (sex [gender] assigned at birth) が

一致する場合にはシスジェンダー，それらが別の性にある場合にはトランスジェンダーと呼ばれる。出

生時に割り当てられた性とジェンダー・アイデンティティがともに女性である者はシスジェンダー女性，

ともに男性である者はシスジェンダー男性と呼ばれる。また，トランスジェンダーの場合，ジェンダー・

アイデンティティが女性である場合にはトランス女性，男性である場合にはトランス男性と呼ばれる。

また，近年では自らのジェンダー・アイデンティティを女性でも男性でもないと認識している者や女性

か男性かといった男女二元論的な性別の感覚を持たない者が，ノンバイナリーや，日本独自の用語

である X ジェンダー等を名乗ることもある 0F

1。 

 ここに挙げた名称以外にも，自らのジェンダー・アイデンティティに沿った自己規定概念を当事者が

生み出そうとする動きとも相まって，ジェンダー・ノンコンフォーミング，ジェンダークィア，トランスフェミ

ニン／マスキュリンなど，ジェンダー・アイデンティティを表現するための概念名は現在も増え続けてい

る。また，地域や文化によって一般的に用いられる用語も異なる。そのため，ジェンダー・アイデンティ

ティに関わる研究を実施する場合には特に，調査対象とする地域や時代区分においてどのような概

念名が普及しているのかを，事前に調べておくことが望ましい。 

 

社会の情勢：トランスジェンダーの精神疾患化温存と脱精神病理化の流れ 

 2013 年に発行された DSM-5 において，トランスジェンダーの医学的疾患名である「性同一性障

害（gender identity disorder）」が，「性別違和」（gender dysphoria）という名称へ変更され，

精神疾患として温存された（APA, 2013）。一方，2018 年 6 月には世界保健機関（World Health 

Organization: WHO）が，国際疾病分類（International Classification of Diseases: ICD）

の最新版の中で，性同一性障害を精神疾患リストから除外し，名称も「性別不合（gender 

incongruence）」に変え，「性の健康に関連する状態」のリスト内に移動させるべきであるという見

解を示した（WHO, 2018）。2022 年現在，DSM では精神疾患として残り，ICD では脱精神病理

化へと進んだ。 

 

 

 
1本ガイドラインにおいては，トランスジェンダーを，出生時に割り当てられた性と異なるジェンダー・アイデン

ティティである状態という広義の意味で使用しているため，X ジェンダーをトランスジェンダーに含めなが

ら概説した。しかし，調査実施時にはそれぞれの枠組みや観点に基づいて，柔軟に包含関係を組み直して

良いだろう。 
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注意するべき事項について 

 研究などにおいて調査対象者の性（別）を尋ねる場合には，形式主義的に相手の性を聞くのでは

なく，その必要性を十分に吟味する必要がある。自身の目的に照らし合わせた上で，調査対象者の

性を聞く必要があると判断した場合，それがどういう次元での性の情報なのか（ジェンダー・アイデン

ティティ，性に関わる身体的特徴，出生時に割り当てられた性など）を検討することが求められる。多

くの心理学研究は調査対象者の意識・態度・行動傾向などを調べる目的で行われることが想定され

るため，出生時に割り当てられた性よりも，対象者自身の性の自己イメージを重視し，ジェンダー・アイ

デンティティを回答してもらうケースが多いかもしれない。いずれにせよ，対象者の性を記述する場合

には，その旨についての説明を付す必要がある。 

 その上で，性が女性と男性という二つに明確に分けることができるという前提（性別二元論）や，ジ

ェンダー・アイデンティティと出生時に割り当てられた性，性役割などが同じであるという前提（シスジ

ェンダー主義）に立っていないかという視点から検討を行う。性別二元論やシスジェンダー主義とは

異なる立脚点として，ジェンダー・アイデンティティがスペクトラムであり，性はひとりひとりに固有のも

のであるという視点もあるため，調査内容を検討することが望まれる。具体的には，性別欄を自由記

述にしたり，分析の簡素化のために選択肢を設ける場合にも，「X ジェンダー・ノンバイナリー」，「回答

しない」，「無回答」といった選択肢を設けたりするなど，女性／男性以外の性のあり方も想定されて

いることが伝わるように検討をする。また，被服行動や化粧行為など 1F

2に関連するテーマに関しては，

回答者のジェンダー・アイデンティティとそれらが一致しない可能性も考慮に入れた調査設計をすべ

きである。加えて，性に関わる身体的特徴（月経などの性機能も含む）についての調査を実施する場

合，たとえば，ジェンダー・アイデンティティが女性であっても月経がない人もいること，また，ジェンダ

ー・アイデンティティが女性以外の人であっても，月経がある人もいること等を考慮に入れた質問や説

明の仕方をすることが望ましい。 

 面接調査などにおいても，調査対象者の服装や振る舞いをもとに，その人のジェンダー・アイデンテ

ィティをはじめとするさまざまな性のあり方を決めつけない，開かれた姿勢が重要である。加えて，トラ

ンスジェンダーなど，シスジェンダーではない人々を対象とした調査においては特に，対象者のジェン

ダー・アイデンティティや希望に沿わない代名詞や仮名を用いていないか，注意を払うことが求めら

れる。 

 なお，ジェンダー・アイデンティティに関連する他のガイドラインとして，APA のウェブサイトや APA 

Publication Manual (7th edition) の中で，ジェンダー・アイデンティティに関連する偏見が含まれ

たものにならないように留意すべき点がまとめられている。トランスジェンダーなどの人々に対して心

理的支援にあたる際には，APA（2015）によって，“Guidelines for psychological practice 

with transgender and gender nonconforming people”（トランスジェンダーならびにジェンダ

ーに非同調な人々への心理的実践のためのガイドライン）が刊行されており，16 の具体的指針が示

されている。加えて，トランスジェンダーに関わる専門家から構成される World Professional 

Association for Transgender Health (WPATH) も，“Standards of care”（「トランスジェン

ダーとジェンダー多様な人々の健康ためのケア基準」）において，支援者の職務について明記してい

る。これらの資料も，本ガイドラインと合わせて参照されたい。 

 

 

 
2 ジェンダー・アイデンティティや性役割の表出としての身体的外見や服装の選択，装飾品，振る舞いのこ

とを，性（別）表現（gender expression）と呼ぶこともある（APA, 2015）。 
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5.3. 性的指向 

 
適切な対応について考えてみましょう 

以下の架空事例では，多様性についての配慮が十分でないと考えられる点が含まれています。多様

性への配慮を行う上で，どの部分が問題となっているのか，またどうすれば改善することができるか，

事例をもとに考えてみましょう。 

 

 

█ 事例 1：恋愛経験を尋ねる────────────────────────── 

A は，過去の恋愛経験が結婚観におよぼす影響を検討するため，質問紙で回答者の性別について

尋ね，過去の恋愛経験について以下のように尋ねた。そして，得られた回答について男性と女性ごと

に分析をして結婚観との関連を検討した。 

 

あなたの過去の恋愛経験について教えて下さい。 

(1) あなたがこれまでに交際した異性の人数を教えてください。 

(2) あなたがこれまでに交際した異性の中で，最後に交際した人との交際期間はどれくらいでした

か。 

 

問題であると考えられる点 

・ 分析を行う上で異性愛とそれ以外の性的指向が考慮されておらず，単純に女性と男性に分けて

の分析が行われている。 

・ 過去の恋愛経験を尋ねる際に「異性の数」を尋ねているため，この質問のみでは恋愛感情を抱

く対象が異性のみでない人が排除されるように感じてしまう場合がある。  

 

考えられる改善策 

・ 研究課題によっては,異性愛者のみを対象とすることは必ずしも問題ではない。しかし，恋愛感情

や恋愛経験に焦点を当てて調査を行う場合，恋愛関係が必ずしも異性間でのみ生じるわけでは

ないことを理解し，その研究が異性愛者のみを対象とするのか，異性愛以外の者も対象とするの

かをあらかじめ検討しておく必要がある。 

・ 異性愛者のみを対象とするのであれば，「好きになる相手の性別には異性や同性，両性など

様々な種類がありますが，本研究では，主に異性との交際について尋ねます。」などの説明があ

ると親切である。 

・ 異性愛でない人々を研究の対象として含めるのであれば，過去の交際経験などを尋ねる際にも

「交際をした人の数」など「異性」に限定せず尋ねる。 
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█ 事例 2：性的指向を尋ねる────────────────────────── 

B は，LGBT のアイデンティティについて検討したいと考えている。B は面接調査を行なうため，以下

のフォームで面接参加の応募を行った。 

 

(1) あなたの性的指向について教えて下さい 

1. 異性愛者／2. レズビアンもしくはゲイ／3. バイセクシュアル 

(2) あなたが恋愛感情を抱く対象について，以下の指標にどの程度当てはまるかをご回答ください。 

1. 完全に異性／2. ほとんど異性／3. どちらかといえば異性／4. 異性と同性が同じく 

らい／5. どちらかといえば同性／6. ほとんど同性／7. 完全に同性 

 

問題であると考えられる点 

・ (1)「性的指向」の選択肢が「異性愛者」「レズビアンもしくはゲイ」「バイセクシュアル」の 3 択し

か用意されておらず，これらのカテゴリーに含まれない人々にとっては選択することができない。 

・ 回答者が研究者に対して性的指向を開示したくない場合でも，選択肢の構成から質問紙上で

カミングアウトを強制されてしまう恐れがある。 

・ (2)の恋愛感情の選択肢は，恋愛感情があることを前提としたものであり「恋愛感情を抱くこと

が当然」というメッセージとして受け止められてしまう可能性がある。 

 

考えられる改善策 

・ 性的指向のマイノリティを対象とした研究を行う場合であっても，レズビアンやゲイ，バイセクシ

ュアルなど代表的な性的指向以外の人々が参加する可能性も考慮し，「4. その他（   ）」や

「いずれにも当てはまらない」などの選択肢を用意する。 

・ 調査によって研究者への意図しないカミングアウトが生じることを避けるべく，「回答しない」や

「無回答」という選択肢を用意する。 

・ 必ずしもすべての人が恋愛感情や性的感情を持つわけではないことを理解し，恋愛対象やそ

の程度を尋ねる際にも「いずれにも当てはまらない」や「恋愛感情を抱かない」などの項目を

研究の趣旨に合わせて設定する。 

・ 同性に対して恋愛感情を抱いていても自身を異性愛者だと自覚している者や，自身のアイデン

ティティについて探索中の者も存在する。そのため，(1)のように性的指向についてのアイデン

ティティを尋ねるのか，(2)のように性的魅力を感じる程度を尋ねるのかは，その研究で明らか

にしたい内容によって判断を行なう必要がある。 

 

 

《検討するべきポイント》 

□ 性的指向を表現する上で，差別的な用語や攻撃的な表現が使われていないか 

□ 調査の説明や内容が，特定の性的指向や，恋愛経験を持つ人々のことを無視したり， 

 否定したりするような内容となっていないか 

□ 調査の準備段階および事後の分析や考察において性的指向の多様性が考慮されているか 
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多様性のポイント：性的指向 
 

性的指向とは 

 性的指向とは，恋愛感情や性的欲求を抱く対象の性を表す概念である。性的指向の代表的な分類

としては，同性に対して恋愛感情や性的欲求を抱くレズビアン（Lesbian: 女性同性愛者）とゲイ

（Gay: 男性同性愛者），異性に対して恋愛感情や性的欲求を抱く異性愛者（Heterosexual），女

性と男性の両方に対して恋愛感情や性的欲求を抱く両性愛者（Bisexual）がある。しかし，必ずしも

全ての人が上記のカテゴリに明確に分かれるわけではなく，むしろ異性や同性に対してどの程度恋

愛感情や性的欲求を抱くかといったスペクトラム（連続体）上で捉えたほうが役立つことがある。なお，

性的指向をスペクトラムによって理解する際にも，スペクトラム上のどこにも位置しないという場合（ど

の性別に対しても恋愛感情や性的欲求を抱かない場合や，男女の別にかかわらず全てのジェンダー

が恋愛感情や性的欲求を抱く対象となる場合など）も性的指向の一つの表現であることを理解する

ことが重要である。 

 また，異性愛者だった人があるタイミングで両性愛者となる場合のように，性的指向はある程度流動

性のある概念であることが近年示されている(e.g., Diamond, 2007; Golden, 1987; Peplau & 

Garnets, 2000)。当事者を対象とした調査や支援を検討する上では，こうした流動性も念頭に置き，

ある時点での性的指向がその後もずっと続いているとは限らないことに注意が必要である。 

その他，性感染症や人の性行動を対象とした調査や研究領域においては，「男性と性行為を行な

う男性」として MSM（Men who have sex with men）という概念を用いることがある。本ガイドライ

ンで紹介したこれらの名称やその意味合いは，時代や文脈によって変遷していくものであり，当事者

のアイデンティティを適切に表す言葉を使用できるよう，常に知見のアップデートを行うことが大切で

ある。 

 

性的指向に関する社会の情勢 

 性的指向を取り巻く社会の情勢としては，同性婚に関する議論が多く取り上げられる。202２年現

在において，世界で同性婚が認められている国は 33 カ国におよび，登録パートナーシップなどの制

度も含めると，同性カップルの権利を保証する制度を持つ国・地域は世界中で約 20%にまで達する。

わが国においては，同性婚が制度としては認められていないものの，いくつかの地方自治体において

は同性パートナーシップ証明制度など同性婚に相当する関係を証明する制度が施行されつつある。

また，文部科学省は全国の教育委員会等に対して「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細

かな対応の実施」に関する通達を行っており，その中では性的指向も含んだ性的マイノリティ全般に

対する対応が求められている（文部科学省, 2015）。 

 

注意するべき事項について 

 研究内で性的指向を扱う場合，あるいは質問の教示や項目に性的指向に関する表現が含まれる場

合に気をつけるべき点としては，以下のようなものが挙げられる。まずは，その表現自体が当事者に対

する差別的な意図を含むものではないかということである。例えば，LGB を指す言葉としてレズやホ

モ，オカマなどといったものが存在するが，これらはいずれも差別的な表現であり「レズビアン」，「ゲ

イ」，「バイセクシュアル」といった適切な表現を使用するよう，注意が必要である。 

また，調査参加者自身の性的指向を尋ねる場合は，性的指向を尋ねる意図や必要性について説
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明することが重要である。例えば調査タイトルに「性的指向」や「LGB」といった語を含めたり，調査に

ついての説明の中で異性愛者以外の性的指向についても対象とすることを明記するなどの工夫が

可能であろう。なお，あらかじめ性的指向を尋ねることを説明していたとしても，当事者の中には自身

の性的指向を回答することに抵抗を感じる人がいることを留意すべきである。調査によって周囲の人

物や研究者に対して「意図せず回答者の性的指向が知られてしまうこと（アウティング）」は避けねば

ならず，プライバシーの守られた空間（実験室・自宅など）で回答してもらう，封筒に入れて提出して

もらう，「回答しない」という項目を設けるなど様々な配慮を検討することが大切である。 

続いて，恋愛感情や性的欲求に関する事柄を尋ねる場合に，異性愛以外のセクシュアリティを除外

した表現とならないよう注意することが必要である。例えば，参加者に恋愛対象の人物を想像させる

場合に，「最も親しい異性」を想像させることは，異性愛であることを前提とした教示であり，その他の

性的指向を除外した表現であるといえよう。たとえその研究が異性愛者のみを対象とするものであっ

ても，研究の目的上異性愛者のみを対象とすることをあらかじめ説明しておけば，「そのほかの性的

指向を無視しているわけではない」というメッセージを回答者に伝えることが可能である。 

さらに，当事者を対象とした研究においても，特定のセクシュアリティを排除した表現については注

意すべきである。性的指向の研究については LGB が取り上げられることが多いが，「性的指向とは」

の項目で述べたように，これらの分類に当てはまらない当事者が存在することも常に念頭に置く必要

があるだろう。 仮に LGB 以外の性的指向を研究の対象としない場合であっても「その他」や「いず

れにも当てはまらない」などの項目を用意することで，多様な性のあり方へ配慮を示すことが重要で

ある。  
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5.4. 人種・民族・国籍 

 
適切な対応について考えてみましょう 

以下の架空事例では，多様性についての配慮が十分でないと考えられる点が含まれています。多様

性への配慮を行う上で，どの部分が問題となっているのか，またどうすれば改善することができるか，

事例をもとに考えてみましょう。 

 

 

█ 事例 1：異なる民族的背景を持つ群の比較―――――――――――――――――――――― 

A は，考察に「本研究の結果から，両親が日本人の対象者は，ハーフの対象者に比べて，協調性得

点が有意に高いことが明らかになった。これは日本人の協調性が優れているという文化的特徴を反

映している。」と記述した。 

 

問題であると考えられる点 

・ もし研究の中で「ハーフ」という用語を使用する場合，それが蔑称とされてきた歴史を踏まえてお

く必要がある。どうしても研究の中で用いるのであれば，その意義や定義を明確にした上で，あ

えてこの用語を用いる必要性を丁寧に説明する必要がある。 

・ 「協調性得点が有意に高い」という結果について「日本人の協調性が優れている」のように書く

ことは，ある民族や文化的背景を持つ群（この場合は「日本人」）を標準として比較群を劣って

いるかのように価値づけしてしまう問題がある。 

 

考えられる改善策 

・ 「ハーフ」ではなく「複数の民族的背景を持つ対象者」，「一方の親が外国籍の対象者」など他

の表現を用いることを検討できるとよい。 

・ そもそも得点の差は様々な要因によってもたらされており，多義的な考察が可能なはずの結果に

対して一義的な価値づけをしていないかを常に注意する必要がある。また得点差を表すのに優

劣の表現を用いることは避ける必要がある。 
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█ 事例 2 ：研究目的の記述の仕方―――――――――――――――――――――――――― 

B は，研究目的に「本研究では，日本国内の民族的マイノリティ青年が陥りやすい自分の出自への迷

い，心理的葛藤等の問題を明らかにする。また彼らにどのような助けが必要になるかを明らかにする

ためインタビュー調査を実施する。」と記述した。 

 

問題であると考えられる点 

・ この研究は，日本国内の民族的マイノリティ青年を対象にした研究を目的としているが，彼らは

「陥りやすい」迷いや葛藤といった問題を抱えており，助けが必要な存在であるという一様な仮

説が前提にあるように伝わる。 

 

考えられる改善策 

・ 当事者に必要な支援を明らかにするという研究意義は当然あるが，この研究の中で彼らの多様

性はどのように担保できるかを考えてみるとよい。例えば，彼らのもつ他の特徴や強みにも着目

した上で，問題提起として「出自への迷い」や「葛藤」を持つことが示されるならば，研究目的は

どのように表現できるだろうか？ 

・ 「民族的マイノリティ」という対象群で一括りに扱う必要性や意義を検討し，そこに含まれる者の

背景をどこまで明確にするのか研究計画の中で検討できるとよい。 

 

 

《検討するべきポイント》 

□ 人種・民族・文化・国籍による集団を表現する上で，適切な名称や表現が使われているか 

□ 調査の説明や内容が，特定の集団を排除するものになっていないか 

□ 調査の準備段階，および事後の分析や考察において個人が所属する集団の多様性について考慮

されているか 
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多様性のポイント：人種・民族・国籍 
 

人種・民族・国籍について 

 これらの集団に関する心理学研究としては，各集団に属する人々の心理的特徴，アイデンティティの

形成過程に関する研究，および集団間の交流（例えば，異文化間交流）において生じる心理に関する

研究が代表的であろう。日本は社会学や文化人類学の観点から「単一民族国家」であるという思想

や「日本人」と「その他（外国人）」といった極端な二分法の存在が指摘されており，このような特徴

ゆえに，社会集団の体系が比較的均質に捉えられやすい。したがって多数派―少数派で生じやすい

問題は可視化されにくいと思われる。おそらく現在でも，多くの心理学研究において対象者の国籍や

民族，文化的背景，海外経験などを尋ねることは少ないだろう。もちろん個人の属性に関する質問は

研究目的に関わることであり，必須ではないが，国内に一定数存在している集団が少数であるゆえ

に周辺化されてきた結果ともいえる。したがって，少なくとも研究者自身が多数派ならば，それを意識

しておき，自分たちが少数派の存在を意識化しにくいこと，集団間バイアスのような潜在的な観点に

気づきにくい問題を知っておく必要がある。さらに自分が所属する集団を基準に考察をしていないか，

人種，民族ならびに文化的体系に標準があるような偏った表現をしていないかを注意しておく必要

がある。 

 

社会の情勢 

 日本に在住する外国籍の人口は 200 万人以上（約 2％）とされ，2019 年度まで毎年増加傾向に

ある（法務省, 2019）。外国籍の児童・生徒の人数も上昇しており（文部科学省, 2019），また父母

の一方が外国籍の子どもは全出生人口の約 3％を占めるようになり，国際結婚も全婚姻件数の 3％

程度を推移する（厚生労働省, 2014）。さらに，在留邦人は増加しつづけて 140 万人を超えており

（外務省, 2019），日本人海外留学者数は 2017 年頃から毎年 10 万人程度で推移し，国内に受

け入れる留学生も同様に 20 万人程度である（文部科学省, 2020）。新型コロナ感染症対策で減

少したとしても，このような実態を踏まえ，研究者は調査時に国籍や民族的背景，文化的背景の異な

る対象者が含まれている可能性を認識しておく必要があるといえよう。 

 

問題と報告：マイノリティ（少数派）という用語 

近年ではマイノリティ（少数派）という用語自体が，例えば，人数が少なく，抑圧され，劣っていると

いう否定的な意味付けがなされるため軽蔑的であるとして，使用を控えるように提案されている。また，

そもそも時代の影響を受けやすい用語であり，人口統計学的な概念としての妥当性が指摘されても

いる（APA, 2020）。特に，人種・民族・文化・国籍による集団間比較を行う際に，マイノリティという

言葉を「恵まれない」といった曖昧な否定的ラベリングと同義に用いてはならない。代わりに「経済的

問題」，「社会的支援の得にくさ」などと具体的に問題を示すほうがよいとされる。また，多数派に対

する少数派の意味で「文化的マイノリティ」，「民族的マイノリティ」といった言葉を使う時に，各個人の

持つ多様な背景が抑制される可能性を理解しておく必要がある。研究で用いる場合には，定義を明

確にし，どのカテゴリーにおける少数派なのか，比較水準になる観点を明確に示すとよいだろう。 

 

注意するべき事項について：名称の使用 

 例えば研究内で人種・民族・文化・国籍による集団を扱う場合，あるいは質問の教示や項目にこうし
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た集団に関する表現が含まれる場合に気をつけるべき点としては，以下のようなものが挙げられる。 

まず，人種や民族に関する名称は，時代とともに変化しており，研究者はできるだけ当事者が好まし

いと考える名称を採用するようし，否定的な含意を含むラベリングになっていないかを慎重に判断す

る必要がある。また人種名，民族名は固有詞扱いとして，記述する際はできるだけ具体的に国の名称

や，その研究対象者の属する集団を表す正式名称を用いることが望ましい。さらに，人種の生物学的

定義は否定されているという主張にも留意する必要がある。 

また対象となる集団を表す名称には注意が必要である。例えば，日本国内で外国籍の対象や身体

的特徴が異なる対象を「外人」と称することがあるが，これは異質性を排除する意味合いを持ってお

り，表現としては不適切である。また特定の目立つ部分を具体的に表現することや「黒人」，「白人」

など肌の色を用いることも，対象者の特徴や属性の記述としては画一的で，ステレオタイプ的な見方

を固定してしまうため適切ではない。 

同様に，複数の民族的背景を持つ対象について，近年の日本国内では「ハーフ」という通称が一

般的でマスコミ等でも「ハーフタレント」のように扱われるが，この言葉は「半分」を意味するような中

傷的な意味合いを含んでいた歴史があり，個人の属性を表す名称としては適切でない場合がある。

したがって特定の名称を用いる場合はそれが妥当なものかどうか，その名称の歴史を含めて検討さ

れるとよく，例えば「複数文化の」，「多民族の」などといった用語を用いること，民族や出身国，地域

等，できるだけ具体的な名称を示すほうが適切である。 

さらに，日本国内の民族的マイノリティ（例えば「在日コリアン」，「帰化日本人」，「アイヌ民族」，

「琉球民族」など）に対する偏見や差別は，歴史的経緯からも社会的，心理的に深刻な問題を呈して

いる。人種・民族・文化・国籍の名称を扱うのは多くの場合，該当する集団に関する研究，集団間比較

を目的とした研究等であると思われるが，カテゴリーが新たな差別や特定の集団に対する誤った偏

見を産み出す可能性をも踏まえ，研究目的の社会的意義，ならびに結果や考察の記述がもたらす社

会的影響に注意しておく必要がある。 
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5.5. 注意欠如・多動症 

 
適切な対応について考えてみましょう 

以下の架空事例では，多様性についての配慮が十分でないと考えられる点が含まれています。多様

性への配慮を行う上で，どの部分が問題となっているのか，またどうすれば改善することができるか，

事例をもとに考えてみましょう。 

 

 

█ 事例 1：実験室で行った実験とその報告――――――――――――――――――――――― 

A は，実験を行った。実験室は他の実験者と共同で使用していたため，A の実験には使わない用紙

が置いてあった。実験の所要時間は約 60 分であり，実験中に休憩時間を設けなかったので，参加者

は実験室に入ってから実験が終わるまで座ったまま過ごした。 

 

A は，上記の実験の結果をまとめた。実験結果を分析する際には，ADHD 特性を測定する質問紙の

カットオフ得点を基準に研究対象者が 2 群に分けられた。論文の本文の中で，A は実験結果を

「ADHD の人は○○（実験の主題）の能力が劣っていることが明らかになった」と報告した。 

 

問題であると考えられる点 

・ 実施する実験とは関係のないものが実験室に置いてあり，注意が逸れやすくなる可能性がある。 

・ 長い時間座ったままでいることが必要な状況であり，特に実験の後半では集中が途切れている

可能性がある。 

・ 本研究では，群分けの基準として質問紙のカットオフ得点を採用しており，カットオフ得点を超え

た人の中には，医師による ADHD の診断を受けていない人も含まれる。しかし，学生 A の

「ADHD の人」という表現は，「医師により ADHD の診断を受けた人」を指すと受け取られてし

まう可能性がある。 

・ 「ADHD の人は○○の能力が劣っている」という表現は，読者に ADHD 特性の高い人に対する

誤ったイメージを生じさせる恐れがある。 

 

考えられる改善策 

・ 実験で使わない用紙や器具などは，別室に移動させる。 

・ 研究対象者を募集する時点で，実験の所要時間が 60 分程度であることを告知する。実験中に

休憩ができる時間を設け，立ち上がる・伸びをするなど軽く体を動かせる時間を作る。休憩時間

を設けることが困難な課題を行う際は，研究対象者を募集する時点で休憩がない旨を記載して

おく。また，実験課題を再開する際には，練習試行を行うなど再び集中しやすい環境を整える。 

・ 研究対象者の呼称には，実態に即した表現を用いる。例えば，本事例では「質問紙Ｘにおいてカ

ットオフ得点以上を示した人を，『ADHD 特性高群』とする」などと表現すると誤解が生じにくい。 

・ 結果の記述においては，ある属性をもつ集団が優れている（または劣っている）ことを意図しない

よう注意を払う。例えば，本事例では「ADHD 特性の高い人は○○の処理にかかる時間が長

い」などと表現することができる。 
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█ 事例 2：介入プログラム実施時の工夫―――――――――――――――――――――――― 

Ｂは，ある条件に該当する成人を対象に，介入プログラムの効果検証を行っている。プログラムは全 5

回で，隔週で実施している。開始時間は参加者と調整し，3 回目は午前 10 時，それ以外の回は午前

11 時に決定した。開始時間は，口頭で参加者と確認した。このプログラムでは，毎回宿題の用紙を

配布しており，家で記入して次の回で持参してもらう必要がある。宿題の用紙を配布した後は，次の

回までＢと参加者が連絡をとることはない。 

 

問題であると考えられる点 

・ 開始時間のアナウンスが口頭でしかなされておらず，間違いやすい。 

・ 宿題の実施と持参が，参加者自身の記憶・記録と注意に委ねられており，忘れやすい。 

 

考えられる改善策 

・ すべての回の開始時間を整理して見える形で示すなどし，その場で手帳やスケジュール管理ア

プリに記入してもらうか，初回終了後にメール等で参加者に伝える。 

・ 実施日の 1～2 日前に，直近の回の実施日時と宿題の内容，宿題を持参する必要があることを

メール等で通知する。 

 

他に考えられる工夫 

・ 宿題の用紙を配布する際，ファイルに入れて渡し，次回はファイルに入れて持参するよう伝える。 

・ 配布した用紙が複数ある場合には，ステープラーなどで一つにまとめるか，ファイルに内容物を

記載した紙を貼付する。 

 

 

《検討するべきポイント》 

□ 研究実施時の環境設定は，研究対象者が自身の持てる力を最大限に発揮することができるよう

整えられているか 

□ 発達障害等の特性のある人の呼称や結果・考察等の記述において，その特性をもった人にネガテ

ィブな意味づけをする表現を用いていないか 
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多様性のポイント：注意欠如・多動症  
 

注意欠如・多動症とは 

 注意欠如・多動症 (attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) の特性がある人は，

不注意および／または多動性・衝動性に特徴がある。American Psychiatric Association 

(2013) が作成した DSM-5 によれば，不注意の特性の例として，綿密に注意するのが苦手である

ことや不注意な間違いをしやすいこと，注意を持続させにくいこと，物をなくしやすいことなどが挙げら

れる。また，多動性・衝動性の例として，長時間席についているのが苦手であること，落ち着かずそわ

そわしやすいこと，質問が終わる前に答え始めること，他人の活動に干渉しやすいことなどが挙げら

れる。不注意と多動性・衝動性の両方の特徴が表れる場合もあるが，いずれかが優勢である場合も

あり，個人によって特性の表れ方は様々である。 

 注意欠如・多動症の特性は児童期までに多く認められる。文部科学省 (2012) は，全国の小中学

校を対象に調査を行い，不注意または多動性・衝動性の問題を著しく示すとされた児童生徒が

3.1%いたことを報告した。この調査は教員による評定であり，該当する 3.1%の児童生徒の全員が

ADHD の診断を受けた，または診断がつく程度の ADHD 特性を有していたわけではないと考えられ

ることに注意が必要だが，ADHD に近い特性を有する児童生徒が各クラスに 1 名前後いる計算に

なる。 

児童期だけでなく，成人期においても ADHD の特徴が維持される人も多い。子どもの頃に ADHD

の診断を受けた人のうち 66〜85%の人は，成人期においても ADHD の特徴が持続していることが

明らかになっている (Biederman, Mick, & Faraone, 2000)。また，子どもの頃に ADHD と診断

された人のうち約 40%が成人期にも ADHD の診断基準を満たしており，約 60%は部分的に症状

が持続しているという報告もある (Biederman, 2004)。 

 

注意欠如・多動症に関する問題と報告 

 ADHD 特性のある人は，精神疾患を併存することが多い。Kessler et al. (2006)の調査では，

ADHD の診断を受けた人あるいは ADHD のスクリーニング検査において陽性と判定された人は，気

分障害の併存率が 38.3%，不安症の併存率が 47.1%，物質使用障害の併存率が 15.2%であっ

たことが報告されている。ADHD 特性のある人を対象に研究を行う場合，研究内容によっては，精神

疾患が交絡要因となっていないか検討することが必要となるであろう。 

一方で，ADHD 症状は見落とされやすいことも指摘されている。精神疾患と診断された人のうち

ADHD のスクリーニング検査が陽性であった人は，気分障害で 13.1%，不安症で 9.5%，物質使用

障害で 10.8%とされている (Kessler et al., 2006)。このことから，精神科では成人期の ADHD

が見落とされやすく，併存した精神疾患のみの診断を受けていることも多いということが問題視され

ている (Kessler et al., 2006)。精神疾患の患者等を対象に研究を行う場合にも，研究内容によっ

ては，ADHD 特性等が交絡要因となっていないかを確認することが必要であると考えられる。 

 

注意するべき事項について 

(1) ADHD 特性のある人を研究の直接の対象者とする場合 

 研究内容が当事者に対する差別的な意図を含むものでないか，肉体的・精神的に過度に負担を与

えるものでないかといった点を事前に検討することが必要とされる。使用する尺度やオリジナルの質
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問項目に，ADHD 特性のある人について誤解を与える表現が含まれていれば，使用する尺度や質問

項目を変更することが必要である。また，長い時間着席したままで課題に取り組むことが必要な実験

は，参加者を疲れさせてしまい，結果を歪めてしまう可能性がある。休憩の時間を設けるなど，課題に

対する集中を持続させやすくする工夫が望まれる。 

医師の診断を受けていない人を対象として ADHD またはその特性と関連した研究を行う場合に

は，その背景や定義について詳しく記載することが必要である。研究においてどのような基準を採用

したのか（DSM や ICD 等の診断基準，対象者の行動特徴，ADHD 特性を測定する尺度など），診

断または判断を行ったのは誰か（医師，臨床心理士や公認心理師などの資格をもつ人，教員，研究

者自身など）を正しく示す。研究を始める前に，想定する対象者が研究の目的に合っているかを再度

検討することが望ましい。研究結果を報告する際には，採用した基準や診断者／判断者に応じた表

現を用いるように注意する。例えば，ADHD 特性を測定する尺度の得点を基準とした場合には，

「ADHD 特性の高い人」などと表記するのが望ましい。 

医師により ADHD と診断された人を対象として研究を行う場合には，対象者の属性を示す言葉と

して「ADHD のある人」等の表記を使用することもできる。障害や特性に対する考え方によって好まし

いと感じる表記は異なる 2F

3が，対象者や読み手がどう感じるかを可能な限り検討して表記を決定する

ことが望まれる。 

結果・考察等の記述において，ADHD 特性のある人にネガティブな意味づけをする表現を用いて

いないか見直すことも重要である。「～することができない」，「～の能力が劣っている」などの決めつ

けや価値判断を伴う表現ではなく，「～を処理するのにかかる時間が長い」など中立的な表現を用い

ることが望ましい。 

 

(2) ADHD 特性のある人が研究の対象に含まれる可能性がある場合 

 ADHD 特性のある人が偶然に研究に参加する場合に備えて，内容・手続きともに ADHD 特性のあ

る人も参加しやすい工夫を施しておくとよい。例えば，質問紙の 1 ページあたりの項目数を集中して

回答しやすい分量に設定することや，実験室に不要な物を置かないことなどの工夫が可能である。こ

れらの工夫は，ADHD 特性のある人だけでなく多くの人が最大限のパフォーマンスを発揮するため

の環境調整とも言える。 

 

 

参考文献・引用文献 

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. 

  (高橋 三郎・大野 裕 (監訳) (2014). DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル 医学書院)  

Biederman, J. (2004). Impact of comorbidity in adults with attention 

deficit/hyperactivity disorder. The Journal of Clinical Psychiatry, 65, 3-7. 

 
3 障害や特性をどう捉えるか，障害のある人を指す表現として何を選択するかには，様々な考え方がある。

以前は「○○障害の人」のように障害に焦点をあてた考え方もあったが，障害よりも第一に「その人」を尊

重しようとする考え方が生まれると「○○障害のある人」等の表記が用いられることが増えた。一方で当

事者のなかには，その特徴も自分のアイデンティティであるという意味で「○○障害の人」の表記を使うこ

とを望む人もいる。望ましいとされる表記は場面や読み手によって異なると考えられるが，いずれの表記を

選択する場合でも，属性に合った正確な書き方をするよう努めることが必要とされる。 
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5.6. 自閉スペクトラム症 

 
適切な対応について考えてみましょう 

以下の架空事例では，多様性についての配慮が十分でないと考えられる点が含まれています。多様

性への配慮を行う上で，どの部分が問題となっているのか，またどうすれば改善することができるか，

事例をもとに考えてみましょう。 

 

 

█ 事例 1 観察結果の記述―――――――――――――――――――――――――――――― 

学生 A は，幼稚園の年長児クラスで参与観察をしている。クラスの子ども B は，電車のおもちゃを並

べて遊ぶことが大好きで，いつも一列に長く並べては，床に寝そべってそれを眺めて楽しんでいる。学

生 A は，時々「長く，つながったね」と話しかけたが，子ども B は答えず電車を眺めていた。 

 

学生 A は，子ども B の行動を見て「自閉スペクトラム症」があるのではないかと思い，子ども B の行

動について心理検査を実施して検討し，予想通りの結果を得た。A は，自分の判断は正しいと確信

し，子ども B は「自閉スペクトラム症」があると論文に記述した。 

 

問題であると考えられる点 

・ 幼稚園に参与観察に来ているなかで，保護者や担任の許可を得ずに心理検査を実施したこと

は，子ども B の人権への配慮がなされておらず倫理的に問題があると思われる。 

・ 学生 A が，心理検査の結果から自己判断をし，「子ども B は自閉スペクトラム症がある」と論文

に記述したことは，子ども B に「自閉スペクトラム症」があると，学生が断定したこととなり，子ど

も B の人権への配慮がなされておらずに倫理的に問題があると思われる。 

 

考えられる改善策 

・ 心理検査を実施する前に，まず担任に検査を実施する目的を話して相談をする。担任は，子ども

B の保護者に伝えて許可を得る。学生は，担任からの了承を得て実施する。 

・ 心理検査の結果から「自閉スペクトラム症」という用語で記述するのではなく，検査結果と参与

観察した内容を分析し，DSM-5 や ICD-10 の診断基準等を参考にして，行動特徴を記述する。

例えば，DSM-5 の診断基準の用語を用いて「相互の対人-情緒的関係が欠落しているため」，

「同一性への固執，習慣へのこだわりがある」という表現ではなく，「〇〇の場面において，相手の

言葉の意図を理解することが難しい」，あるいは，「〇〇について，非常に興味関心が高いため，

気持ちの切り替えが難しい」など，その時の状況が分かるように記載する。 
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█ 事例 2 調査協力の説明時の配慮―――――――――――――――――――――――――― 

C は，高等学校における発達障害のある学生の現状を調査するために，D 高等学校を対象に選ん

だ。放課後，教室に教員を 30 名程度集めて，調査方法についての説明会を行った。説明は，パワー

ポイントを使いながら，口頭で行った。説明会の最後に，調査用紙が各教員に配布され終了となった。 

 

問題であると考えられる点 

・ 一斉に教室でパワーポイントを使って口頭で説明が行われた時に，自閉スペクトラム症等，発達

障害の行動特徴がある教員がいた場合に，説明が十分に理解されない可能性がある。 

 

考えられる改善策 

・ 調査の方法は，イラストや箇条書きで方法や手順が分かるように，具体的に紙面に示して配布す

る。 

・ 説明する場所は，隣の人との距離を保ち，余分な音刺激がない環境を選ぶ。 

 

 

《検討するべきポイント》 

□ 自閉スペクトラム症のある当事者を対象とする場合の人権の配慮はなされているか 

□ 調査の説明や内容が，自閉スペクトラム症のある人に理解しやすいものになっているか 

□ 調査環境は，自閉スペクトラム症のある人の特性に配慮した場所が用意されているか 
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多様性のポイント：自閉スペクトラム症 

 

自閉スペクトラム症について 

 自閉症のとらえ方は，時代背景や時代の要請によって，さまざまに変化をしてきている。Kanner

（1943）によって提唱された幼児自閉症は，極めて特異で重度の障害を持つ児とされていた。翌年

Asperger（1944）が「自閉症的精神病質」を提唱したが，明らかに Kanner が提唱したタイプとは

違った自閉症状を持つものであった。その後，次々と新しいタイプの自閉症が報告され，広汎性発達

障害などの概念も提唱されるようになり診断に混乱を招くようになった。大きな変化を起こしたのは

Wing（2005）による自閉スペクトラムという概念の提唱である。社会性および対人コミュニケーショ

ンの困難さ，過度のこだわりと常同行動などの主要徴候をもつものは重度のものから軽度のものま

での一連の症状としてスペクトラムという概念で取り扱われるようになった。この概念によって，自閉ス

ペクトラム症は単一疾患ではなくいくつかの障害が集まったヘテロな疾患群であるというコンセンサ

ス を 得 た 。 2013 年 に 改 訂 が 行 わ れ た DSM-5 で は ， 広 汎 性 発 達 障 害 （ Pervasive 

Developmental Disorder: PDD）から自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害（Autism 

Spectrum Disorder: ASD）へ診断名の変更がされた（American Psychiatric Association, 

2013）。また，2018 年に世界保健機関（WHO）の国際疾病分類第11 版（ICD-11）が発効され，

現在，日本語版改訂の作業中であるが，名称は DSM-5 に準じて自閉スペクトラム症となる方向で

進んでいる。 

 

社会の情勢 

発達障害者支援法の施行から 10 年が経過し，乳幼児期から高齢期までの切れ目のない支援な

ど，時代の変化に対応したよりきめ細かな支援が求められているようになった。その間，我が国におい

ては，障害者基本法の一部を改正する法律（内閣府，2011）や障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律（内閣府，2013）の成立などの法整備が行われるなど，共生社会の実現に向けた

新たな取組が進められてきた。発達障害者支援法の改正(文部科学省，2016)は，こうした状況に鑑

み，発達障害者の支援の一層の充実を図るため，所要の措置を講じようとしたものである。 

 自閉スペクトラム症は，「発達障害」の中に含まれるため，これらの法律によって支援の範囲や方法

が変わってきている。 

  
自閉スペクトラム症に関する問題と報告 

 小西ら（2019）は，現在，実感として保育や教育現場では，自閉スペクトラム症やその境界児は 10

～20％くらいに増加していると述べている。こうした現状を踏まえ，社会情勢で述べたようにさまざま

な行政による支援が行われている。 

従来，自閉スペクトラム症という用語は，精神科医による診断名であった。しかし，2005 年 4 月から

施行された発達障害者支援法では，発達障害の定義として「発達障害とは，自閉症，アスペルガー

症候群その他の広汎性発達障害，学習障害，注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障

害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう」と，示され

た（文部科学省，2004）。文部科学省は，特別支援教育を推進するにあたり，これまでの LD，

ADHD，高機能自閉症等の表記を，国民のわかりやすさや，他省庁との連携のしやすさ等の理由か

ら整理をして，発達障害者支援法の定義の表記に換えた。整理された項目の中に，「学術的な発達
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障害と行政政策上の発達障害とは一致しない。また，調査の対象など正確さが求められる場合には，

必要に応じて障害種を列記することなどを妨げるものではない」（文部科学省，2007）ということも

記載した。 

このように，社会の要請により，自閉スペクトラム症に関連する用語が混在している現状がある。 

 

注意するべき事項について 

 研究で自閉スペクトラム症を扱う場合に気をつけるべき点として，以下のことが挙げられる。まずは，

その用語を使用するときの文脈が，当事者の人権を遵守しているかということである。先に述べたよう

に自閉スペクトラム症に関連する用語の定義は，混在している。使用する文脈によって診断名として

扱っているのか，行政施策上の支援対象として扱っているのかなど，明らかにする必要がある。自閉

スペクトラム症の特性のある人を対象に研究をする場合には，研究倫理に則り，当事者（未成年の場

合には保護者）の同意を得ることが必要である。そして，研究を報告するときには，対象者が診断を

受けているのか否かを明記する。診断を受けていない場合は，人権に配慮し，その特性や，支援の目

的などを丁寧な説明を記述したい。行政施策上の支援としての調査等を行う場合には，調査内容に

ついて説明をするときに，自閉スペクトラム症の用語の定義を明らかにすることが必要である。また，

自閉スペクトラム症として多様性や連続性が明らかになればなるほど，研究から得られた成果を一

般化する際に研究サンプルのバイアスが，問題点になってくることも押さえておくことが必要である。

事例研究をする場合，自閉スペクトラム症は，発達の障害として理解をし，発達の軌跡を丁寧に捉え

た記述が求められる。 

 自閉スペクトラム症という用語は，一般社会のなかで個人の特性を表わす表現としても扱われてい

るが，研究や臨床の対象とするときには，対象者の人権に配慮し，対象者が研究内容を理解した上

で実施されることが求められる。常に研究協力に関する配慮として自由記述などの選択肢を用意し

ておくことが必要である。 
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6. みなさんに考えてほしいこと 
 
 実践編では，これまで「5.1.ジェンダー」，「5.2.ジェンダー・アイデンティティ」，「5.3.性的指向」，

「5.4.人種・民族・国籍」，「5.5.注意欠如・多動症」，「5.6.自閉スペクトラム症」を例として取りあげ

てきた。これらの分類の階層は揃っていない。つまり，「5.1.ジェンダー」から「5.4.人種・民族・国籍」

は広い分類を扱っているが，「5.5.注意欠如・多動症」と「5.6.自閉スペクトラム症」については特異

的かもしれない。階層を一義的に決められないことが，まさに多様性を論じる上で重要なのである。  

このガイドラインで示した項目や事例は，これまでも述べてきたようにひとつの例であるため，次ペ

ージのワークシートを利用して，みなさんが専門とする分野あるいは研究対象とする属性や特性につ

いて，それぞれの適切な対応を検討してみてほしい。  
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ワークシート 

〜実際に考えてみましょう〜 
 

対象となる属性や特性 

⇒ 自分の研究や実践分野において対象となる属性や特性をあげてみましょう。 

 

適切な対応について考えてみましょう 
 
█ 事例○○○○○─────────────────────── 

 

 

 

⇒ その属性や特性について実際もしくは架空の研究や実践に関する事例を設定してみましょう。 

 

問題であると考えられる点 

・   

・   

・   

⇒ 多様性の観点から，その事例で問題であると考えられる点をあげてみましょう。 

 

 

考えられる改善策 

・   

・   

・   

⇒ 上記の問題に対して考えられる改善策をあげてみましょう。 

 

 

《検討するべきポイント》 

□ 

□ 

□ 

⇒ 検討するべきポイントをまとめてみましょう。 

 

 

多様性のポイント：○○○○○  
⇒ 研究や実践で対象となる属性や特性に関する基礎知識をあげてみましょう。 

⇒ それら属性や特性を対象とする上で注意するべき点について考えてみましょう。  
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7. おわりに 
 

本ガイドラインは，現時点での知見を取り入れ，用語等を説明しながらも，それぞれが様々な状況

に応じた配慮を検討できるよう考えて作られた。多様性に関する心理学的知見は他国で発展してき

たものが多いのが現状である。しかしながら，日本の文脈で使われることを考え，できる限り日本の

文脈に沿うように配慮した。 

多様性の尊重は，基本的人権が前提としてあり，その上で，それぞれの場面や文脈に応じた形をと

ることが重要である。そのため，本ガイドラインは，行動規定や模範的な対応を示すガイドラインとは異

なり，事例を使いながら問題と思われる点や検討すべき点を述べ，それぞれに考えてもらう形をとった。

人々の多様性を尊重するために，本ガイドラインを参照しながら，それぞれが置かれた状況に合わせ

た形の配慮がなされることが期待される。 

 時代とともに，社会を取り巻く状況は変化し，新たな研究や知見が展開されていく。そして，それらの

変化とともに，多様性の状況や人々の多様性に対する理解も変容していく。本ガイドライン第一版は，

日本心理学会の会員ひとりひとりが多様性の尊重について考えるきっかけとなる起点となることを願

って作成されたものであり，わかりやすさのために具体的な事例をいくつか取り上げて説明したが，こ

こでは扱っていない社会的属性や個人的特性の方が多い。今後，社会の状況と学問の発展に合わ

せて改訂と拡充を重ねながら，その議論の中で，会員の多様性尊重に関する意識がより向上していく

ことを願っている。 
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